
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

告

示

�
有
害
図
書
の
指
定

（
青
少
年
・
男
女
共
同
参
画
課
）

一

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
担
当
機
関
の
指
定

（
健
康
福
祉
総
務
課
）

二

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
名
称
の
変
更
の
届
出
（

〃

）

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
（

〃

）

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
介
護
扶
助
担
当
機
関
の
指
定

（

〃

）

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
（

〃

）

三

�
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定

（
長
寿
社
会
対
策
課
）

�
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定

（
障
害
福
祉
課
）

四

�
知
的
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
及
び
施
設
の
指
定

（

〃

）

�
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定

（

〃

）

�
道
路
の
位
置
指
定

（
建

築

課
）

五

公

告

�
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
の
届
出
（
二
件
）

（
土
地
改
良
課
）

�
土
地
改
良
区
の
役
員
の
住
所
変
更
の
届
出

（

〃

）

七

�
宅
地
建
物
取
引
業
法
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
停
止

（
住

宅

課
）

公
安
委
員
会
告
示

�
平
成
十
四
年
香
川
県
公
安
委
員
会
告
示
第
六
号
（
道
路
交
通
法
の
規
定
に
よ
る
初
心
運
転

者
講
習
を
行
わ
せ
る
機
関
の
指
定
）
等
の
一
部
改
正

●
香
川
県
告
示
第
三
百
九
十
六
号

香
川
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
香
川
県
条
例
第
二
十
二
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
図
書
を
青
少
年
の
福
祉
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
七
月
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

第５４号

平 成１５年

７月１１日（金曜日）

告

示

指
定
理
由

内
容
が
著

し
く
性
的

感
情
を
刺

激
し
、
又

は
甚
だ
し

く
粗
暴
性

を
助
長
す

る
等
青
少

年
の
福
祉

を
阻
害
す

る
お
そ
れ

が
あ
る
。

発
行
所
名

�
コ
ア
マ
ガ

ジ
ン

〃〃〃〃

�
マ
ガ
ジ
ン

マ
ガ
ジ
ン

〃

�
ベ
ス
ト
セ

ラ
ー
ズ〃

�
永
田
社

�
英
知
出
版

�
メ
デ
ィ
ア

ッ
ク
ス

雑
誌
コ
ー
ド

１５４３１
―７

０１８１７
―７

０８１６９
―７

１５９７５
―７

０２２５７
―７

０８３９７
―０７

１７９０７
―０７

０８５１３
―０７

１４０７７
―７

０６４６３
―０７

０７６７９
―７

０７４８３
―０７

図
書

名

ス
ー
パ
ー
写
真
塾

７
月
号

裏
Ｂ
Ｕ
Ｂ
Ｋ
Ａ

７
月
号

ホ
イ
ッ
プ

Ｎ
o．４２

７
月
号

Ｔ
Ａ
Ｔ
Ｔ
Ｏ
Ｏ

Ｂ
Ｕ
Ｒ
Ｓ
Ｔ

Ｖ
ol．１４

７
月
号

お
宝
ガ
ー
ル
ズ

７
月
号

マ
ガ
ジ
ン
・
ウ
ォ
ー

７
月
号

別
冊

ド
ン
ト

７
月
号

M
eruFre！

Ｂ
Ｏ
Ｍ
Ｂ
Ｅ
Ｒ

Ｎ
Ｕ
Ｍ
Ｂ
Ｅ
Ｒ

―０２６
７
月
号

ザ
・
ベ
ス
ト
M
AG
AZIN

E
Special

N
U
M
B
ER―１２０７

月
号

Ｄ
Ｘ

ビ
デ
オ
情
報
＆
Ｄ
Ｖ
Ｄ

７
月
号

ビ
デ
オ
ボ
ー
イ

Ｎ
o．２３１
７
月
号

パ
ソ
コ
ン
パ
ラ
ダ
イ
ス
vol．１３４
７
月
号

種
別

雑
誌〃〃〃〃コ
ミ
ッ

ク
誌

雑
誌〃〃CD―R

OM
付

雑
誌

雑
誌〃

指
定

年
月
日

平成十五年七月四日

指
定

番
号

９９

１００

１０１

１０２

１０３

１０４

１０５

１０６

１０７

１０８

１０９

１１０

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
五
年
七
月
十
一
日

（
第
九
〇
四
六
号
）

一



●
香
川
県
告
示
第
三
百
九
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た

め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
七
月
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
三
百
九
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療
機

関
の
名
称
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
七
月
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
三
百
九
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医

療
機
関
か
ら
当
該
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
七
月
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
四
百
号

宙
出
版

�
ぶ
ん
か
社

�
バ
ウ
ハ
ウ

スミ
リ
オ
ン
出

版
�

�
サ
ン
出
版

ワ
ニ
マ
ガ
ジ

ン
社

�
日
本
出
版

社

０９６７１
―７

１３７０１
―７

０３７９７
―０７

１８１８５
―０７

０６８３７
―０７

０１４５５
―７

１３７２３
―７

Ｓ
ｐ
ｅ
ｃ
ｉ
ａ
ｌ

Ａ
Ｙ
Ａ
７
月
号

ま
ぁ
る
ま
ん

７
月
号

Ｇ
Ｏ
Ｋ
Ｕ
Ｈ

Ｎ
o．１４４
７
月
号

別
冊

Ｇ
Ｏ
Ｎ
！

＃
２６７
月
号

Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｓ
Ｐ
Ｅ
Ｅ
Ｄ

vol．０３４
７
月
号

ア
ク
シ
ョ
ン
カ
メ
ラ

vol．２５９
７
月
号

C
O
M
IC
Ｂ
Ｏ
Ｙ

VO
L
．２０４
７
月
号

コ
ミ
ッ

ク
誌〃雑
誌〃〃〃〃

１１１

１１２

１１３

１１４

１１５

１１６

１１７指

定

年

月

日

名

称

開

設

者

所

在

地

平
成
一
五
、
六
、
一

岡
田
歯
科

岡
田

道
男

小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
一
〇
一

一
―
一
〇

平
成
一
五
、
六
、
一

ご
う
だ
歯
科
医

院

合
田

和
生

観
音
寺
市
粟
井
町
一
一
〇
六
―
三

平
成
一
五
、
六
、
一

小
西
歯
科
医
院

小
西

法
文

さ
ぬ
き
市
寒
川
町
神
前
字
新
川
二

四
三
四
―
二

変

更

年

月

日

名

称

開

設

者

所

在

地

変

更

前

変

更

後

平
成
一
四
、
四
、
一

香
川
県
土
庄

保
健
所

香
川
県
小
豆

保
健
所

香
川
県

小
豆
郡
土
庄
町
渕
崎
甲

二
〇
七
九
―
五

平
成
一
四
、
四
、
一

香
川
県
丸
亀

保
健
所

香
川
県
中
讃

保
健
所

香
川
県

丸
亀
市
大
手
町
二
丁
目

二
番
一
号

平
成
一
四
、
四
、
一

香
川
県
琴
平

保
健
所

香
川
県
中
讃

保
健
所
琴
平

支
所

香
川
県

仲
多
度
郡
琴
平
町
榎
井

八
一
七

平
成
一
四
、
四
、
一

香
川
県
坂
出

保
健
所

香
川
県
中
讃

保
健
所
坂
出

支
所

香
川
県

坂
出
市
入
船
町
一
丁
目

二
―
二
八

平
成
一
四
、
四
、
一

香
川
県
観
音

寺
保
健
所

香
川
県
西
讃

保
健
所

香
川
県

観
音
寺
市
坂
本
町
七
丁

目
三
番
一
八
号

廃

止

年

月

日

名

称

開

設

者

所

在

地

平
成
一
四
、
三
、
三
一

香
川
県
大
内
保

健
所

香
川
県

大
川
郡
大
内
町
町
田
六
三
八
―
四

香

川

県

報

平
成
十
五
年
七
月
十
一
日

（
第
九
〇
四
六
号
）

二



生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介

護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
又
は
施
設
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
七
月
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
四
百
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出

が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
七
月
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
四
百
二
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
七
月
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

指

定

年

月

日

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
（
開
設
者
）

の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

平
成
一
五
、
六
、
一
五

株
式
会
社
コ
ム
ス
ン

坂
出
マ
リ
ン
ケ
ア
セ

ン
タ
ー

坂
出
市
谷
町
一
丁
目

四
番
二
号

株
式
会
社
コ
ム
ス
ン

東
京
都
港
区
六
本
木

四
丁
目
八
番
五
号

訪
問
介
護

平
成
一
五
、
六
、
一
五

株
式
会
社
コ
ム
ス
ン

グ
リ
ー
ン
タ
ウ
ン
高

瀬
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

三
豊
郡
高
瀬
町
大
字

下
勝
間
字
六
ッ
松
一

二
五
一
―
一
七
五

株
式
会
社
コ
ム
ス
ン

東
京
都
港
区
六
本
木

四
丁
目
八
番
五
号

訪
問
介
護

廃

止

年

月

日

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
（
開
設
者
）

の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

平
成
一
五
、
三
、
三
一

医
療
法
人
大
山
歯
科

医
院

医
療
法
人
大
山
歯
科

医
院

居
宅
療
養
管
理
指
導

大
川
郡
引
田
町
引
田

二
四
七
三

大
川
郡
引
田
町
引
田

二
四
七
三

平
成
一
五
、
五
、
三
一

さ
ぬ
き
市
社
会
福
祉

協
議
会
寒
川
支
所

さ
ぬ
き
市
寒
川
町
石

田
東
甲
九
三
一

社
会
福
祉
法
人
さ
ぬ

き
市
社
会
福
祉
協
議

会さ
ぬ
き
市
長
尾
東
八

八
八
番
地
五

居
宅
介
護
支
援
事
業

福
祉
用
具
貸
与

平
成
一
五
、
五
、
三
一

さ
ぬ
き
市
社
会
福
祉

協
議
会
津
田
支
所

さ
ぬ
き
市
津
田
町
鶴

羽
二
二
―
二

社
会
福
祉
法
人
さ
ぬ

き
市
社
会
福
祉
協
議

会さ
ぬ
き
市
長
尾
東
八

八
八
番
地
五

居
宅
介
護
支
援
事
業

福
祉
用
具
貸
与

平
成
一
五
、
五
、
三
一

さ
ぬ
き
市
社
会
福
祉

協
議
会
大
川
支
所

さ
ぬ
き
市
大
川
町
富

田
中
二
一
九
七
―
一

社
会
福
祉
法
人
さ
ぬ

き
市
社
会
福
祉
協
議

会さ
ぬ
き
市
長
尾
東
八

八
八
番
地
五

訪
問
介
護

居
宅
介
護
支
援
事
業

介
護
保
険

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称

及

び

所

在

地

申
請
者
の
名
称
、
代
表

者
の
氏
名
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

三
七
七
〇
一

〇
二
四
三
六

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
暖
暖

高
松
市
室
新
町
一
―
八

医
療
法
人
社
団
康
生
会

理
事
長

大
林
直
之

高
松
市
番
町
一
丁
目
一
〇

番
三
号

平
成
十
五
年

七
月
一
日

通
所
介
護

三
七
七
〇
一

〇
二
四
四
四

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

吉
祥

高
松
市
高
松
町
八
九
七
番

社
会
福
祉
法
人
吉
祥

理
事
長

平
賀
博
文

高
松
市
高
松
町
八
九
七
番

〃

〃

香

川

県

報

平
成
十
五
年
七
月
十
一
日

（
第
九
〇
四
六
号
）

三



●
香
川
県
告
示
第
四
百
三
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
七
月
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
四
百
四
号

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
七
月
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
四
百
五
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
七
月
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

地
九

地
九

三
七
七
〇
一

〇
二
四
五
一

サ
ン
ピ
ー
ス
高
松
介
護
セ

ン
タ
ー

高
松
市
浜
ノ
町
二
一
番
一

四
号

有
限
会
社
サ
ン
ピ
ー
ス

取
締
役

牧
谷
さ
と
み

高
松
市
浜
ノ
町
二
一
番
一

四
号

〃

訪
問
介
護

三
七
七
〇
一

〇
二
四
六
九

企
業
組
合
労
協
セ
ン
タ
ー

事
業
団

高
松
市
上
之
町
三
丁
目
一

〇
―
四

企
業
組
合
労
協
セ
ン
タ
ー

事
業
団

代
表
理
事

岩
城
雄
作

東
京
都
豊
島
区
南
大
塚
二

丁
目
三
三
番
一
〇
号

〃

〃

三
七
七
〇
一

〇
二
四
七
七

阿
部
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク
居

宅
介
護
支
援
事
業
所

高
松
市
観
光
町
五
三
四
番

地
二

医
療
法
人
社
団
阿
部
内
科

ク
リ
ニ
ッ
ク

理
事
長

阿
部
勝
海

高
松
市
観
光
町
五
三
四
番

地
二

〃

居
宅
介
護

支
援

三
七
七
〇
一

〇
二
四
八
五

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
暖
暖

高
松
市
室
新
町
一
―
八

医
療
法
人
社
団
康
生
会

理
事
長

大
林
直
之

高
松
市
番
町
一
丁
目
一
〇

番
三
号

〃

痴
呆
対
応

型
共
同
生

活
介
護

三
七
七
〇
一

〇
二
四
九
三

ケ
ア
ハ
ウ
ス
吉
祥

高
松
市
高
松
町
八
九
七
番

地
九

社
会
福
祉
法
人
吉
祥

理
事
長

平
賀
博
文

高
松
市
高
松
町
八
九
七
番

地
九

〃

特
定
施
設

入
所
者
生

活
介
護

三
七
七
〇
二

〇
〇
四
八
七

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業

所
ケ
ア
プ
ラ
ザ
麻
田

丸
亀
市
津
森
町
二
一
九
番

地

医
療
法
人
財
団
エ
ム
・
ア

イ
・
ユ
ー

理
事
長

麻
田
ヒ
デ
ミ

丸
亀
市
津
森
町
二
一
九
番

地

〃

居
宅
介
護

支
援

三
七
七
〇
五

〇
〇
三
七
三

開
発
リ
ネ
ン
サ
プ
ラ
イ

観
音
寺
市
瀬
戸
町
三
丁
目

一
番
三
二
号

開
発
興
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

大
久
保
直

温高
松
市
丸
の
内
一
一
番
一

〇
号

〃

福
祉
用
具

貸
与

指
定
事
業
所

番

号

事
業
所
の
名
称

及

び

所

在

地

申
請
者
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

三
七
〇
〇
〇
一

一
〇
〇
八
八
一

一
六

居
宅
訪
問
介
護
事
業

所
ハ
ー
ト
フ
ル
ケ
ア

観
音
寺
市
観
音
寺
町

甲
三
三
二
六
番
地

株
式
会
社
ハ
ー
ト
フ

ル
ケ
ア

観
音
寺
市
観
音
寺
町

甲
三
一
一
二
番
地
一

平
成
十
五
年

七
月
一
日

身
体
障
害
者
居
宅

介
護

指
定
事
業
所

番

号

事
業
所
の
名
称
及
び

所

在

地

申
請
者
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

三
七
〇
〇
〇
二

一
〇
〇
八
八
一

一
五

居
宅
訪
問
介
護
事
業

所
ハ
ー
ト
フ
ル
ケ
ア

観
音
寺
市
観
音
寺
町

甲
三
三
二
六
番
地

株
式
会
社
ハ
ー
ト
フ

ル
ケ
ア

観
音
寺
市
観
音
寺
町

甲
三
一
一
二
番
地
一

平
成
十
五
年

七
月
一
日

知
的
障
害
者
居
宅

介
護

香

川

県

報

平
成
十
五
年
七
月
十
一
日

（
第
九
〇
四
六
号
）

四



●
香
川
県
告
示
第
四
百
六
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
七
月
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指

定

番

号

善
土
指
道

第
七
号

二

指
定
年
月
日

平
成
十
五
年
六
月
三
十
日

三

指
定
道
路
の
位
置

丸
亀
市
城
南
町
二
―
二
、
二
―
一
〇
、
四
―
一
、
四
―
二
、
四
―
九
、
四
―
一

一
、
五
―
四
、
五
―
五
、
五
―
九
、
五
―
一
二
及
び
五
―
一
三
並
び
に
山
北
町

字
道
下
九
〇
三
―
三
及
び
同
地
先
農
道
・
水
路

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
〜
四
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
、
四
・
九
九

メ
ー
ト
ル
〜
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
及
び
五
・
〇
〇
メ
ー
ト

ル

延
長

七
四
・
〇
七
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
善
通
寺
土
木
事
務
所
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
四
百
五
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
木
山

南
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
七
月
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

退
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

退
任
年
月
日

種

類

理

事

野
村

利
典

木
田
郡
三
木
町
大
字
平
木
四
九
三
番
地
一
一

平
成
一
五
、
三
、
三
一

〃

細
田

和
雄

〃

〃

大
字
小
蓑
一
三
七
四
番
地
一

〃

〃

筒
井

和
仁

〃

〃

〃

一
五
〇
七
番
地
一

〃

〃

筒
井

喜
芳

〃

〃

〃

一
三
〇
六
番
地
一

〃

〃

正
木

健
一

〃

〃

大
字
奥
山
三
八
九
番
地

〃

〃

多
田

守
雄

〃

〃

〃

一
二
四
九
番
地

〃

〃

筒
井

久
雄

〃

〃

〃

三
三
五
番
地
一

〃

監

事

山
田

正
�

〃

〃

大
字
下
高
岡
二
〇
八
三
番
地

〃

〃

阿
部

正
數

〃

〃

大
字
小
蓑
一
三
九
一
番
地

〃

〃

�
村

勝

〃

〃

大
字
奥
山
六
一
三
番
地
二

〃

二

就
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

就
任
年
月
日

種

類

理

事

野
村

利
典

木
田
郡
三
木
町
大
字
平
木
四
九
三
番
地
一
一

平
成
一
五
、
四
、
一

〃

細
田

和
雄

〃

〃

大
字
小
蓑
一
三
七
四
番
地
一

〃

〃

末
�

清
孝

〃

〃

大
字
下
高
岡
五
一
九
番
地
一

〃

〃

安
部

良
雄

〃

〃

大
字
小
蓑
一
五
八
五
番
地

〃

〃

筒
井

久
雄

〃

〃

大
字
奥
山
三
三
五
番
地
一

〃

〃

多
田

守
雄

〃

〃

〃

一
二
四
九
番
地

〃

〃

筒
井

公
男

高
松
市
屋
島
西
町
一
八
二
一
番
地
一

〃

監

事

�
村

勝

木
田
郡
三
木
町
大
字
奥
山
六
一
三
番
地
二

〃

〃

鎌
谷

誠
一

〃

〃

大
字
小
蓑
一
四
六
三
番
地

〃

〃

横
山

良
秀

〃

〃

〃

一
三
一
八
番
地

〃

●
香
川
県
公
告
第
四
百
五
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
内
土

地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

指
定
事
業
所

番

号

事
業
所
の
名
称
及
び

所

在

地

申
請
者
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

三
七
〇
〇
〇
三

一
〇
〇
八
八
一

一
四

居
宅
訪
問
介
護
事
業

所
ハ
ー
ト
フ
ル
ケ
ア

観
音
寺
市
観
音
寺
町

甲
三
三
二
六
番
地

株
式
会
社
ハ
ー
ト
フ

ル
ケ
ア

観
音
寺
市
観
音
寺
町

甲
三
一
一
二
番
地
一

平
成
十
五
年

七
月
一
日

児
童
居
宅
介
護

公

告

香

川

県

報

平
成
十
五
年
七
月
十
一
日

（
第
九
〇
四
六
号
）

五



平
成
十
五
年
七
月
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

退
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

退
任
年
月
日

種

類

理

事

淀

利
夫

東
か
が
わ
市
三
本
松
一
九
五
九
番
地

平
成
一
五
、
五
、
一
九

〃

國
好

�

〃

水
主
三
一
六
六
番
地
一

〃

〃

川
�

	

〃

〃

三
六
二
〇
番
地
一

〃

〃

岩
瀬

忠
雄

〃

〃

七
二
四
番
地
一

〃

〃

近



博

〃

〃

四
九
一
六
番
地
一

〃

〃

阿
部

進

〃

中
筋
五
七
番
地
一

〃

〃

山
下

要

〃

川
東
一
〇
七
七
番
地
二

〃

〃

青
木

圭

〃

〃

四
九
六
番
地

〃

〃

中
條

弘
矩

〃

〃

九
〇
五
番
地
二

〃

〃

岡
田

長
市

〃

横
内
二
七
九
番
地
一

〃

〃

鈴
江

護

〃

西
村
六
〇
二
番
地
一

〃

〃

渡
辺

豊

〃

〃

一
三
四
六
番
地

〃

〃

川
根

健
二

〃

〃

一
〇
七
四
番
地

〃

〃

�
澤

春
雄

〃

馬
篠
一
〇
一
五
番
地

〃

〃

松
下

学

〃

〃

五
七
八
番
地
一

〃

〃

向
井

清
�

〃

小
砂
一
四
四
番
地
二

〃

〃

三
好

力

〃

中
山
七
九
九
番
地
一

〃

〃

田
中

代
吉

〃

三
殿
五
九
六
番
地

〃

〃

山
�

重
幸

〃

町
田
五
八
二
番
地

〃

〃

大
石

治
夫

〃

〃

一
一
二
七
番
地

〃

〃

元
行

巧

〃

松
崎
一
七
七
番
地

〃

〃

坂
本

照
雄

〃

落
合
六
八
七
番
地
二

〃

〃

滝

義
幸

〃

大
谷
七
一
三
番
地
二

〃

〃

池
田

進

〃

小
磯
六
五
七
番
地

〃

〃

山
下

敏
勝

〃

〃

三
六
七
番
地
一

〃

監

事

脇

一
馬

〃

横
内
七
〇
八
番
地
一

〃

〃

堤

定
之

〃

土
居
四
七
九
番
地

〃

二

就
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

就
任
年
月
日

種

類

理

事

淀

利
夫

東
か
が
わ
市
三
本
松
一
九
五
九
番
地

平
成
一
五
、
五
、
二
〇

〃

國
好

�

〃

水
主
三
一
六
六
番
地
一

〃

〃

川
�

	

〃

〃

三
六
二
〇
番
地
一

〃

〃

近
藤

博

〃

〃

四
九
一
六
番
地
一

〃

〃

阿
部

正
一

〃

中
筋
一
五
二
番
地
一

〃

〃

山
下

要

〃

川
東
一
〇
七
七
番
地
二

〃

〃

青
木

圭

〃

〃

四
九
六
番
地

〃

〃

中
條

弘
矩

〃

〃

九
〇
五
番
地
二

〃

〃

脇

一
馬

〃

横
内
七
〇
八
番
地
一

〃

〃

山
下

孝
夫

〃

〃

二
五
二
番
地

〃

〃

鈴
江

護

〃

西
村
六
〇
二
番
地
一

〃

〃

渡
辺

豊

〃

〃

一
三
四
六
番
地

〃

〃

川
根

健
二

〃

〃

一
〇
七
四
番
地

〃

〃

�
澤

春
雄

〃

馬
篠
一
〇
一
五
番
地

〃

〃

松
下

学

〃

〃

五
七
八
番
地
一

〃

〃

池
田

功

〃

小
砂
二
四
番
地
一

〃

〃

三
好

力

〃

中
山
七
九
九
番
地
一

〃

〃

多
田

駿

〃

三
殿
一
〇
三
番
地

〃

〃

山
�

重
幸

〃

町
田
五
八
二
番
地

〃

〃

鎌
田

照
夫

〃

〃

八
二
二
番
地

〃

〃

木
村
聖
四
郎

〃

落
合
一
四
五
番
地

〃

〃

�
田

�
造

〃

〃

二
二
番
地
一

〃

〃

奥

房
�

〃

大
谷
六
七
五
番
地

〃

香

川

県

報

平
成
十
五
年
七
月
十
一
日

（
第
九
〇
四
六
号
）

六



〃

池
田

進

〃

小
磯
六
五
七
番
地

〃

〃

山
下

敏
勝

〃

〃

三
六
七
番
地
一

〃

監

事

石
谷

哲
夫

〃

水
主
四
一
五
四
番
地

〃

〃

山
�

博
昭

〃

土
居
六
一
一
番
地
六

〃

●
香
川
県
公
告
第
四
百
五
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
木
山

南
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
住
所
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
七
月
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

変
更
前

役
員
の

氏

名

住

所

後
の
別

種

類

変
更
前

理

事

野
村

利
典

木
田
郡
三
木
町
大
字
奥
山
九
五
三
番
地

変
更
後

理

事

野
村

利
典

木
田
郡
三
木
町
大
字
平
木
四
九
三
番
地
一
一

●
香
川
県
公
告
第
四
百
五
十
六
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
処
分
を
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

処
分
年
月
日

平
成
十
五
年
六
月
二
十
七
日

二

処
分
対
象
業
者

１

商
号
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

有
限
会
社
丸
二
産
業

池
浦

聖
智

高
松
市
勅
使
町
一
五
四
番
地
一

２

免
許
証
番
号
及
び
免
許
年
月
日

香
川
県
知
事
（
一
一
）
第
一
一
四
三
号

平
成
十
五
年
一
月
二
十
四
日

三

処
分
内
容

平
成
十
五
年
七
月
三
日
か
ら
二
月
間
の
業
務
の
全
部
の
停
止

●
香
川
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
四
号

平
成
十
四
年
香
川
県
公
安
委
員
会
告
示
第
六
号
（
道
路
交
通
法
の
規
定
に
よ
る
初
心
運
転
者
講
習
を
行

わ
せ
る
機
関
の
指
定
）
及
び
平
成
十
四
年
香
川
県
公
安
委
員
会
告
示
第
七
号
（
道
路
交
通
法
の
規
定
に
よ

る
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
十
一
日

香
川
県
公
安
委
員
会
委
員
長

伊

藤

弘

敦

一

平
成
十
四
年
香
川
県
公
安
委
員
会
告
示
第
六
号
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

表
中
「
植
田
郁
男
」
を
「
植
田
佳
宏
」
に
改
め
る
。

二

平
成
十
四
年
香
川
県
公
安
委
員
会
告
示
第
七
号
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

表
中
「
植
田
郁
男
」
を
「
植
田
佳
宏
」
に
改
め
る
。

公
安
委
員
会
告
示

香

川

県

報

平
成
十
五
年
七
月
十
一
日

（
第
九
〇
四
六
号
）
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香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
五
年
七
月
十
一
日

（
第
九
〇
四
六
号
）
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